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①松山労働基準監督署管内の労働災害発生状況-１

前年から１２．１％増加

（ピンク色）

目標未達成

2

441 510 479

各年の10月末現在



※令和５年(左)、令和６年（１０月末現在、右）に松山監督署管内で発生した休業４日以上の労働災害を分析 （新型ｺﾛﾅ感染症数を除く）

①松山労働基準監督署管内の労働災害発生状況-２

全国の割合
２６．６％

全国の割合（R6.11月速報値）

２６．６％

3



◆転倒災害防止対策-１
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◆転倒災害防止対策-２
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②定期健康診断有所見率の推移-１

区分＼年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 ４年 5年

全国 46.2 46.7 47.3 47.6 48.4 49.1 49.9 51.3 52.3 52.5 52.7 52.7 53 53.2 53.6 53.8 54.1 55.5 56.6 58.5 58.7 58.2 58.9

愛媛局 45.5 43.4 43.2 43.4 45.9 46.0 46.1 48.8 50.4 50.3 49.6 49.6 49.7 50 50.8 50.6 52.1 53.8 55.2 57.3 57.2 56.3 57.7

松山署 44.8 41.6 41.4 41.7 44.2 43.7 43.2 49.0 51.2 51.0 50.9 51.4 51.1 51.9 52.4 52.6 53.2 56.2 57.7 61.4 61.2 58.9 59.7

※定期健康診断結果報告（労働者５０人以上の規模の事業場に適用）に基づく値。

※有所見率とは健康診断項目のいずれかが有所見であった者（他覚所見のみを除く）の人数を受診者数で割った値。

全国を上回る
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②定期健康診断有所見率の推移-２

項目＼年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 ４年 5年

聴力１
kHz

3.6 3.3 3.4 2.8 3.2 2.9 2.9 3.0 3.2 3.7 3.3 3.3 3.2 3.3 3.5 3.6 3.8 3.9 3.9 3.9 3.8 3.9 3.8

聴力
4kHz

7.9 7.5 7.5 6.9 7.5 7.2 6.6 7.1 7.2 7.4 7.2 7.1 6.8 7.0 6.9 7.1 7.1 7.4 7.2 7.0 7.1 6.8 7.0

胸部Ｘ線 3.1 3.0 3.1 3.3 3.3 3.7 2.6 2.5 2.6 2.5 2.3 1.8 2.1 2.1 2.3 2.2 2.6 3.0 2.8 2.9 2.7 2.5 2.6

血圧 9.4 8.9 9.5 9.4 9.8 9.4 9.8 13.6 15.1 13.9 14.1 14.9 15.4 17.1 17.3 17.8 18.6 19.8 21.3 22.6 21.8 21.3 21.9

肝機能 15.3 13.5 13.2 13.5 14.4 13.3 12.6 13.1 14.0 13.5 13.6 13.0 12.8 13.1 13.7 13.5 14.3 15.1 14.9 16.8 17.0 15.1 15.7

血中脂質 28.1 24.9 24.2 24.6 26.1 26.7 27.0 31.2 32.7 31.7 32.0 32.0 31.0 31.7 32.9 32.5 32.9 34.2 35.1 37.1 37.7 34.7 34.5

血糖 8.5 7.5 7.0 7.4 7.6 8.1 7.3 8.6 9.5 9.9 9.3 9.8 9.0 8.8 9.6 9.2 9.4 10.3 10.6 11.0 11.3 10.8 11.2

尿中の糖 3.1 3.5 3.5 3.5 3.3 3.1 2.8 2.4 2.6 2.5 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 3.1 3.2 3.2 3.3 3.7 3.9 4.2 4.4

心電図 7.5 6.9 7.3 7.4 8.4 7.7 6.9 6.8 7.6 7.9 7.6 7.3 7.6 8.6 8.9 8.2 9.6 9.1 9.0 9.2 9.4 8.8 9.3

資料：定期健康診断結果報告による
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②有害業務健康診断有所見率の推移

種別＼年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 4年 5年

有機溶剤 11.6 11.7 11.5 12 9.1 11.2 11.3 10.8 8.8 7.24 5.18 3.64 2.57 2.95

特定化学物質 0.1 4.5 0.4 0.2 1.3 2.1 2.2 1.5 1.3 1.47 1.9 1.42 1.19 1.46

電離放射線 5.7 8.9 3.4 5.2 7.2 9.7 7.5 7.2 13.2 9.4 9.3 13.6 15.12 16.5

石綿 2.6 4.6 1.56 5.06 3.7 2.3 1.2 0.59 3.23 1.58 4.66 8.42 9.13 5.91

鉛 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 3.8 1.3 0 1.7 1.59 0 0 0
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②脳・心臓疾患の請求、決定及び支給決定件数の推移-１
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『業種別構成比』

②脳・心臓疾患の請求、決定及び支給決定件数の推移-２
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②精神障害の請求、決定及び支給決定件数の推移-１
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②精神障害の請求、決定及び支給決定件数の推移-２
『業種別構成比』
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目次

（労働者の心身の健康状態）

１．職場における労働者の健康状態等

（職場における傷病等を抱える労働者の現状）

○ 労働人口の約３人に１人が、何らかの病気を抱えながら働いている。

○ 一般定期健康診断の有所見率は50％を超え、疾病リスクを抱える労働者は増加傾向。

○ 治療と仕事を両立できるような取組がある事業所は約４割。

▷ 疾病を抱える労働者が離職する時期の８割以上が治療開始後。

２．化学物質等を起因とする労働災害の状況等

○ 仕事で強い不安やストレスを感じる労働者の割合は、約５割。

○ 小規模事業場におけるメンタルヘルス対策の取組は、低調。

○ 化学物質（有害物）を起因物とする労働災害が年間約400件発生。

○ 上記約400件の８割を占めるのは、特化則等の個別規制の対象外となっている物質による。

よって、事業場における自律的管理の定着が必要不可欠。

○ 石綿使用建築物の解体は2030年頃がピークで、更なる石綿ばく露防止対策の推進が必要。

②【全国】労働衛生を取り巻く現状-１- ①
【労働衛生関係抜粋】

A

Ｂ

C
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令和５年の
「労働安全衛生実態調査」

では「82.7％」と公表



令和５年の
「労働安全衛生実態調査」

では「82.7％」と公表
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メンタルヘルス対策が
低調な理由として、ノ
ウハウの不足、専門人
材の不足が挙げられる
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メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合（事業所の規模別） メンタルヘルス対策に取り組んでいない理由（2020年）

50人以上

30～49人

10～29人

出典：労働安全衛生調査（実態調査）

小さい規模の事業場ほど、
メンタルヘルス対策が低調

出典：労働安全衛生調査（実態調査）

②【全国】とりわけメンタルヘルス対策を取り巻く現状-１- ②

全事業所
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◆労働衛生を取り巻く「重点課題」と「取り組み事項」◆

１ 健康診断の有所見率の増加
⇒ 結果に基づく事後措置の実施

２ ①脳・心臓疾患及び②精神障害に係る労災認定件数の増加
⇒ ①適切な労働時間の把握 と 医師による

長時間労働者に対する面接指導体制の整備と運用
⇒ ②心の健康づくり計画の策定と相談体制の整備

３ 化学物質の取り扱いに起因する労働災害の増加
⇒ SDSによる危険性・有害性の情報を把握

⇒⇒ リスクアセスメントの実施と ばく露低減措置の実施

４ 身体機能の低下に伴う転倒災害の増加
⇒ 転倒等リスク評価セルフチェック票の活用による

身体機能の変化への気付きと健康維持増進対策の充実
17
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①健康診断結果に基づく事後措置

●健康診断結果の診断区
分の決定において「所見
あり」の方については、
「就業の区分」の判定が
必要です。

●また、決定した「就
業区分」については、
健康診断個人票への記
録も必要です。



②長時間労働者に対する面接指導等の実施-１

 長時間労働者への面接指導制度の概要
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②長時間労働者に対する面接指導等の実施-２
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 各労働時間制度に係る医師の面接指導の要件



②長時間労働者に対する面接指導等の実施-３

 長時間労働者への面接指導の実施
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前ページの要件



22

②長時間労働者に対する面接指導等の実施-４



②心の健康対策（メンタルヘルスケア）の実施

 メンタルヘルスケアの具体的な進め方
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②心の健康対策（メンタルヘルスケア）の実施

継続的に
取り組む
ために必
要なこと
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